
私たちの焼津市を 
もっと「いいまち」に 

するために 

焼津市自治基本条例を考える市民会議 



私たちは何者か？ 

  

  

 市の呼びかけに応じ、焼津市をいいま
ちにして、次の世代に引き継いでいくた
めのルールなどを考え、市に提案する市
民の集まりです。 

 

焼津市自治基本条例を考える市民会議 



何しに来たの？ 

できるだけ多くの市民で話し合おう！
（話を聴こう！） 

焼津市をもっといいまちにして、次の世代
に引き継いでいきたい！ 
 

そのために、これからの私たちのやりたい
こと、やらなければいけないこと等をみんな
で考えたい！ 



焼津市はこれからどうなる？ 

26,269  23,493  21,825  20,738  19,845  18,384  17,241  

92,669  96,066  95,615  93,488  89,423  
83,709  81,522  

15,258  19,495  24,011  28,801  34,201  
40,220  41,951  

0  

20,000  

40,000  

60,000  

80,000  

100,000  

120,000  

140,000  

160,000  

平成2年 

（1990年） 

平成7年 

（1995年） 

平成12年 

（2000年） 

平成17年 

（2005年） 

平成22年 

（2010年） 

平成27年 

（2015年） 

平成30年 

（2018年） 

人口の推移と推計 

年少人口 

（0～14歳） 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

老年人口 

（65歳以上） 

139,083  
 
 

141,452 
 
 

143,101  
 
 

143,469  
 
 

142,313  
 
 

140,714  
 
 

134,208  
 
 

（人） 

人口が減るだけでなく、少子高齢化も進んでいく！ 
どうやって社会を支えていこう 

人口減少と少子高齢化 

第5次焼津市総合計画策定のための基礎資料より作成 



焼津市はこれからどうなる？ 

その他国からのお金なども減り、2050年には市の予算が約
２/3（440億⇒260億円）になるという試算もある。 

 

  

税収 
約200億円（2012年）⇒ 約150億円 

(約50億円の減) 

福祉などの費用 
130億円（2012年）⇒ 約220億円千円 

(約90億円の増) 

2050年（38年後）には・・・ 

このままではいけない！ 
焼津をどうしよう？ 

この数値は、兵庫県の試算（「人口減少社会の展望報告書」）をもとに、焼津市企画調整課で推計した数値であ
り、焼津市が公式に示しているものではない 



焼津をどうしていったら？ 
「地方分権」？ 「地方自治」？ 

 

 

 

 

 

自分たちのことは自分たちで決めて（自己決
定）、決めたことに責任を持とう（自己責任） 

自分たちのまちの身近な課題を自分たちで
解決していこう！ 

人は一人では生きていけない。生活する住民
自らが住民中心の社会を創っていこう！ 

 

そのためには、市役所や市民の
役割やルールが必要だよね。
（それが「自治基本条例」） 

愛着 誇り 希望 



めざす「まち」の姿 
• 「つながり（市民と市民、市民と市役所）」

（連携・協働）のあるまち 
• コミュニティが進化・活性化し、満足度（幸福

度）が高いまち 
• 焼津の自然や文化を愛し（Ｌｏｖｅ焼津）、平

和を尊ぶ、誇れるまち 
• 安心して暮らし続けることができるまち 
• 未来の焼津市を担う子どもをみんなで育て、子

や孫の世代まで、幸せに暮らし続けることがで
きるまち 

• 市民・市議会・市役所のお互いの活動が見える
ように情報の共有化ができるまち 

• 焼津市の豊かな資源（海・山・川・港など）や 
 産業を生かした活気のあるまち 
• 近隣のまちや、県、国、海外の国々と力を合わ

せ交流するまち 

「
オ
ー
ル
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津
」

で
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む
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ち
 



まちのルール(条例)に何を盛り込もう？ 

市民のあり方 
・市民とは誰のこと？ 
・市民の権利、市民の役割 

 

議会・議員のあり方・仕事ぶり 
・議会の役割、活動、責務 
・議員の役割 

 



市役所(行政)のあり方・仕事ぶり 
・行政とは何か 
・行動の原則、運営のあり方 
・情報提供・情報共有のあり方 
・組織、財政のあり方 
・職員、公共施設について 
・市民との協働の原則としくみ 



まちづくりの進め方としくみ 
・地域・コミュニティ 
・協働・参加・集う場 
・情報公開のしくみ、評価 
・住民投票 
・安心・安全なまちづくり 

・子ども支援・育成と子育て支援 
・人にやさしいまちづくり 
・「焼津LOVE」、焼津ブランドの創造 
・平和の発信によるまちづくり 
・幸福度を高めるまちづくり・・・・・・ 



このルール(条例)をいかすための
しくみ 

・実効性の確保のしくみ 
・運用上の留意点 
・見直しの手続き 

詳しくは「はじめの一歩
案」をご覧ください。 



この条例ができると・・・ 
 

より、自分たちが行動しやすい、納得感を得
やすい取り組み（市民の目線による、市民の
取り組み）ができるようになる。 

 

市役所も議会も、市民と一緒に頑張ることに
よって、地域全体の（自治）能力が高まる。 

 

危機を乗り越えられる強さをみんなでつくっ
ていける！ 


